
ファイナンス支援強化

　（一社）日本経済団体連合会
（経団連）は、３月15日付けで
「戦略的なインフラシステムの海
外展開に向けて」という2021年
度版の日本政府への提言を公表し
た。全体としては、言うまでもな
く経済界、民間企業の立場からの
厳しい提案となっている。
　全体の構成は、（Ⅰ）インフラ
システム海外展開に関するこれま
での取り組みと現下の課題、
（Ⅱ）戦略的なインフラシステム
の海外展開に向けた具体的要望、
（Ⅲ）With/Postコロナ時代を見
据えた今後一層の注力すべき分野
など。
　ここでは、（Ⅱ）の中の「ファ
イナンス等の支援強化」「官民一
体となった案件の形成」など政府
開発援助（ODA）に深く関連す
る要請に焦点を当ててみたい。
　（Ⅱ）の戦略的なインフラシス
テムの海外展開に向けた具体的要
望は、日本政府や国際協力機構
（JICA）など関係機関に向けて

（１）新型コロナウイルス感染症
への対応、（２）グリーン戦略の
推進、（３）サプライチェーンの
強靭化、（４）国際標準化・国際
ルール整備への関与、（５）ファ
イナンス等の支援強化、（６）官
民一体となった案件の形成などが
主な内容である。
　それでは、「ファイナンス等の
支援強化」に関する要望を重点的
に追ってみよう。
　ここではODA（円借款、無償
資金協力、技術協力）として、
「新型コロナ対応」「各種支援策
の拡充および手続きの迅速化」
「有事への対応」、そして
「JICA海外投融資」「JBICの投
融資」「NEXI（日本貿易保
険）」などが主な内容。
　まずODA部門では、新型コロ
ナ対応として、JICAの「新型コ
ロナウイルス感染症危機対応緊急
支援借款」が、インフラの海外展
開を継続する上で大きな支えにな
った。だが工事の遅延や中断など
の影響は未だ解決されていない。
これからは、渡航再開を視野に官

民が連携して、十分な入札準備期
間を確保した上で、新規案件の形
成が望まれる、としている。

協力の多様なメニューづくり

　さらに、コロナ禍の影響による
現地調査不足を補うために、コン
サルタントによる追加調査の実施、
現地渡航用の追加費用への対応を
継続し、ホスト国などの施主によ
る「工事一時中止計画書」の承認
および経費精算手続きの迅速化に
向けた、JICAによる側面的な支
援強化、さらに、鋼材等の資機材
価格や輸送費の高騰など急激なコ
スト増に対応した事業予算の見直
し、適切な事業予算の確保、それ
らに資する協力準備調査の拡充、
サプライヤーのリスク軽減などが
必要である、としている。
　一部の案件では、原料の市場変
動リスクを価格に反映できないた
め、サプライヤーである日本企業
がリスクを負担する事例があると
して、市場変動リスクを反映させ
るため、価格調整項目を盛り込む
ことなどが考えられるとしている。

　また、コロナ禍でも海外におけ
る円借款や無償資金協力などの各
種案件を円滑に実施できるように
対面協議や交渉の次善策として、
ICT環境を構築して現地の進捗管
理を行うことを求めている。
　それは、積極的な円借款の供与、
無償資金協力の拡充、円借款、無
償資金協力とPPP（官民連携）の
組み合わせなど、多様なメニュー
をつくり、拡充することであると
する。特に、アフリカ諸国につい
ては、本年８月にチュニジアの首
都チュニスで開催される第８回ア
フリカ開発会議（TICAD8）に
向けて検討すべきであるとし、ア
フリカ諸国の財政再建に向けた根
本的な支援のため、技術協力スキ
ームによる、財務、税務、経済政
策のアドバイザー派遣などが考え
られるとしている。

ODA実施の迅速化

　次に、「各種支援策の拡充や手
続きの迅速化」と題して、以下の
ような課題が強調されている。
　インフラシステムを海外展開す
るためには、ODAの各種ファイ
ナンス支援の一層の強化、さらに
制度・運用両面の改善が欠かせな
いとしている。
　たとえば、円借款の本邦技術活
用条件（STEP）については、わ
が国企業が参画しやすい施策が継
続された結果、案件拡大へ向かっ
ている。しかし、一部では価格乖
離などで入札不調が発生している
ので、引き続き改善を希望したい。
　また、業界によっては日本企業
の現地化が進んでいることもあっ

て、無償資金協力
の見直しを期待し
たいとしている。
周知のように、無
償資金協力におけ
る主契約者は、日
本で設立された法
人に限定されてい
る。しかし、近年、
日本企業の海外ビ
ジネスの現地化が
加速し、日本企業
が主契約者となっ
た上で、現地の関係会社に再委託
するケースも増えている。この場
合、主契約者になれば、より低廉
なコストで相手国のニーズに沿っ
た支援が可能となり得るとする。
こうした考え方から、無償資金協
力における再委託や調達の現状を
把握した上で、主契約者条件を緩
和することも考えられる、として
いる。
　さらに、ODA事前調査・設計
精度の向上、そして適切な計画・
設計、さらに適切な事業予算、入
札期間、工期などの確保が重要に
なるとする。
　特に、デジタル・ICT案件に関
しては、スピードこそ案件獲得の
最大のカギであるから、円借款に
よる案件形成から契約までの時間
短縮が重要であるとする。さらに、
高額のインフラを維持するために
は、入札条件に長期的な視野に立
った評価項目を盛り込むなど、他
国との差別化やJICA調達ガイド
ラインの遵守をポスト国に徹底し
てもらうことが求められる。部品
交換やアップグレードを含むアフ

ターサービスもODAの全てのス
キームの対象にすることが望まし
い。さらに、運営・維持管理
（O&M）や人材育成などソフト
面での対応に関する案件形成、整
備・技術動向を踏まえた円借款事
業などにおける調達技術仕様の通
時見直しを強調する。
　また、十分な情報を入手してリ
スクに対処するとともに、資金を
効率良く活用し、より多くの案件
を実施するために、アフリカ開発
銀行（AfDB）と日本政府とのパ
ートナーシップによるアフリカの
民間セクター開発のための共同イ
ニシアティブを目指して、AfDB
への働きかけなどが期待される。
特に、日本企業に対する融資の積
極化、JICAの海外投融資との積
極的な併用などが強調されている。
さらに、ODAの積極的な活用を
通じた民間リスクの低減を図るた
めに、たとえば上下分離型案件や
JICA関与型の事業運営権付き無
償資金協力の拡大、JICAのリイ
ンバース方式の改善が求められて
いる。

経団連の政府への要望
戦略的インフラシステムの海外展開

期待されるODA分野
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漕ぎ出せ“ブルー・オーシャン”～海と人の新たな関係

OOCの会場となったパラオ国立体育館。会場周辺の道路は日本によって改修されている。
他にも、OOC期間中のインターネットや電話回線の安定した接続を確保するためのバッテリーなども日本政府などが支援してた。
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論。MPAを30％まで縮小し、区
域外のEEZで外国漁船の操業の許
可や輸出制限の緩和が提案された。
水産資源の輸出禁止に伴い輸出税
収入などが減少したことで、国の
歳入は年間約180万ドル減少した
と政府は推定しているからだ。
「一時的にでもMPAを縮小して
輸出を増やし、歳入に充てたい。
それだけでは観光業の減少分をカ
バーできないが、無いよりはよ
い」とある政府関係者は語る。
　そんな中、市民を対象にパラオ
政府は今年３月上旬、説明会を実
施した。しかし、集まった多くの
市民からは、外国漁船による水産
資源の乱獲や自然破壊を危惧する
声が上がった。それに、輸出税が
減ったとはいえ、パラオのMPA
の政策は世界的に評価され、パト
ロール艇の供与や資金援助など
7,000万ドル相当の支援が寄せら
れている。このため、財政的に見
てもMPA維持が理に適っている、
との主張もあるようだ。
　ただ、援助はあくまでもMPA
を維持管理のためだ。「今必要な
のは、マクロ経済や財政を支え、
公共サービスを回すための資金
だ」とその政府関係者は訴える。

高騰する魚、違法操業も増加

　MPA縮小や外国漁船の操業許
可が提案される背景には、環境破
壊や食の安全保障への懸念もある。
MPAや外国漁船の操業を禁止す
る政策が実行されるまで、マグロ
漁をはじめ、パラオの沖合漁業は
外国企業が独占してきた。国内で

消費される魚
も、外国漁船
によるマグロ
漁で混獲され
た魚や輸出で
きない低級マ
グロが主だっ
た。
　一方で、国
内には漁業を
専業とする人
は少なく、高
度な沖合漁業
の技術を有する人も多くない。技
術や設備を有する人も、昨今のウ
クライナ危機で燃料価格が高騰し、
沖合まで船を出しにくい状況にあ
るという。このため、国内では水
産品の供給が追い付かず、魚の値
段が上がっている。サンゴ礁など
の環境が保護されるべき地域での
違法な漁も増えているという。
　この喫緊の問題を解決するため
には、外国企業を呼び戻す必要が
あり、MPAも外国漁船が活動で
きるぐらいまで縮小せざるを得な
いと、政府は考えているそうだ。

必要なのは国内漁業の育成

　しかし、外国勢に再び市場を奪
われる恐れのあるこの方針に、ベ
ラウ沖合漁業組合（BOFI）のジ
ェリー・ナベヤマ理事は断固反対
する。BOFIは、２隻のマグロ漁
船を保有するほか、マグロの流
通・販売権限を持つ唯一の国内組
織だ。2020年に設立された。
　ナベヤマ氏は、外国企業が市場
を独占していた時代からパラオの

人々がBOFIのような漁業組織を
作り、マグロ市場に参入しようと
する動きを見てきた。だが、規模
で勝る外国勢には太刀打ちできず、
それらの試みはことごとく失敗。
それがMPAの設定や外国企業の
撤退によって、ようやく成功した
のがBOFIだったという。
　食の安全保障の問題を中長期的
かつ根本的に解決するならば、こ
うした漁業を含めた国内の水産業
を育てていく必要がある。すでに
今、BOFIや国内各地の漁業関係
者らは自分たちがパラオの沖合漁
業を担えるよう、連携を進めてい
る。BOFIは国内の漁師からマグ
ロを買い取るなどしており、沖合
漁業に従事する人は徐々に増えつ
つある。「漁業技術についても、
近々、国際協力機構（JICA）に
よる一本釣りの技術指導が始まる
予定だ」とナベヤマ氏は、日本の
協力への期待も示す。
　日本はこれまでも、多様な面か
らパラオ国内漁業の育成を後押し
してきた。BOFIの漁船２隻のう

雨の中を行進する青シャツ集団

「Save Our Sanctuary！」
雨が降る、最大都市コロールの昼
過ぎ。目抜き通りには、色とりど
りのプラカードを手にした人々が
いた。数は30人ほど。全員、青
いTシャツを着ている。この日は、
４月13～14日に開かれた第７回
「私たちの海洋会議（O u r 
Ocean Conference： OOC）」
の初日だ。会場につながる目抜き
通りには、会議に参加する要人な
どを乗せた関係車両が走っていた。
　パラオの海には、現在42万㎢
にも及ぶ国指定の海洋保護区
（MPA）が設けられている。そ
こでは、海洋生態系が完全に保護
され、漁業や大陸棚の採掘、鉱物
探査は禁じられている。

　しかし今、このMPAの縮小を
巡る議論が国内で吹き荒れている。
海を想起させる青いTシャツを着
た人々は、縮小への反対を訴えて
いたのだ。ただ、そこには暴力に
訴える人はいない。皆、笑顔で通
り過ぎる車に手を振る。それでも、
その目は真剣だ。参加者の16歳
の少女は、「このままではパラオ
の美しく豊かな海が失われるかも
しれない。将来の世代のために訴
えていきたい」と語る。

世界の先駆けとなった80％指定

　MPAは、パラオだけでなく世
界の海洋関係者の関心を集めてい
る話題の一つだ。2019年に米科
学雑誌で気候変動の緩和策として
有効と論じられて以降、地球上の
陸域・海域の30％以上を2030年

までに自然保護区に定める国際合
意を目指す動きが広がっている。
この考えは通称「30×30」と呼
ばれ、ポスト2020生物多様性枠
組案の目標案の一つになるとも目
されている。
　この潮流に先立ち、大規模な保
護区の指定に踏み出したのがパラ
オだ。2015年、トミー・レメン
ゲサウJr.大統領（当時）が排他的
経済水域（EEZ）の80％をMPA
にすることを発表。2020年１月
に実現させた。残る20％の海域
に関しては、国内の漁業関係者だ
けに漁を許可し、水産資源の輸出
も禁じる方針を打ち出した。
　OOC取材でパラオを訪れた筆
者は、2021年に大統領の任期を
終えたレメンゲサウ氏と話す機会
を得た。同氏は、この大きな政策
決定の理由を、「海洋を守るのは
“海洋国家”としての義務」と答
えた。また「広範囲のMPAを設
定すれば、その中でマグロなどが
育つ。魚たちはその外へも回遊し
ていくので、結果的に区域外の水
産資源も豊富になる」とも語る。

外国船や輸出の規制緩和も提案

　パラオにとって、豊かな自然は
重要な観光資源でもある。同国の
観光業は、国内総生産（GDP）
の７割を占める主産業だ。しかし、
時には年間10万人を超えていた
観光客数は、コロナ禍で2020年
は１万8,000人に激減。翌年の
GDPも17％も減少した。
　経済回復が急務となる中、
2021年に浮上したMPAの縮小議

保護区の縮小に揺れるパラオ1

食の安全保障への懸念も
経済復興か環境保全か

BOFIの水揚げ作業場。後ろに見えるのは、BOFIが所有する漁船だ

MPA縮小に反対する人々


